
第 2 回 へき地保健に 寮 対策検討会 第 次 

[ 

平成 17 年 2 月 28 日 ( 月 ) 

13:00 ～ 15:00 

虎ノ門パストラルペーシュの 間 Ⅰ 1 

1 開会 

2 議事 

(1) 前回の議事内容確認 

(2) 臨床研修制度 : 地域医療について 

(3) 各委員からのプレゼンテーション 等 

(4) 質疑 

(5) 次回の日程について 

3 閉会 
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臨床研修制度 : 地域医療について 

委員からの発表資料 

前回の会議録は 月 24 日 ) 



へき地保健医療対策検討会 資料・ 1 

第 2 回 (H17. 2. 28) 

臨床研修制度 : 地域医療について 



「 栂既要芸 

平成「 6 年 4 月より、 医学部を卒業して 医師国家試験に 合格し診療に 従事しようと 

するすべての 医師は、 研修医として 2 年間の臨床研修が 必修となった。 

医師が、 適切な指導体制の 下で、 医師としての 人格をかん養し、 フライマリ・ケア 

を中心に幅広く 医師として必要な 診療能力を効果的に 身につけることを 目的として 

いる。 

2  地域医療との 関 れり 

研修プロバラムとして、 内科、 外科及び救急部門 ( 麻酔科を含む。 ) を「基本研修 

科目」とし、 小児科、 産婦人科、 精神科及び地域保健・ 医療を「必修科目」としてい 

る 。 

当初の寸 2 月は、 「基本診療科目」を 研修することとし、 その他の分野については、 

「月以上の研修期間となっている。 

従って、 臨床研修必修化によって 、 

①単一の診療科のみの 研修でほなく、 日常診療で遭遇する 頻度の高い疾患に 対応で 

きる医師が養成されること 

② 「地域保健・ 医療」分野をすべての 研修医が研修することにより、 今後 は へき地・ 

離島医療への 理解が深まり、 へき地へ赴く 医師の増加が 見込まれること 

③全ての単独型、 管理型病院であ る大規模病院が「地域保健・ 医療」分野の 研修体 

制を確保し、 へき地医療機関との 連携がより強化すること 

等 が期待できる。 

また、 臨床研修指定病院の 基準として、 「一般病床が 300 床以上であ ること」等 

の 基準が緩和され、 地域の多くの 中小病院が指定を 受けることが 可能となり、 地域医 

療の現場で臨床研修の 実施が促進することが 期待される。 

3  「地域保健・ 医療」にかかる 研修体制について 

旧棲 ] 

地域保健・医療を 必要とする患者とその 家族に対して、 全人的に別府するために、 

「 ) 保健所の役割 ( 地域保健・健康増進への 理解を含む。 ) について理解し、 実践 

する。 

2)  社会福祉施設等の 役割について 理解し、 実践する。 

一 1 一 



3) 診療所の役割 ( 病診 連携への理解を 含む。 ) について理解し、 実践する。 

4) へき地。 離島医療について 理解し、 実践する。 

[ 研修場所 ] 

Ⅰ )  へき地・離島診療所 

2)  中小病院・診療所 

3)  保健所 

4)  介護老人保健施設 

5)  社会福祉施設 

6)  赤十字社血液センター 
7)  各種検診・健診の 実施施設等 

[ 臨床協力施設 ] ( 平成 ] 6 年 3 月 3 1 日 現在 ) 

臨床研修協力施設として 研修プロバラムに 参加しているへき 地に所在する 医療機 

関 米は 31 9 施設 ( 病院「 58 施設、 診療所「 6 「施設 ) であ る。 

4  研修医マッチンバ と 地域医療への 影響 ( 平成「 6 年 1 0 月 28 日現在 ) 

0  大学病院と臨床研修病院 

大学病院と、 臨床研修病院のマッチ 者の比率は、 52.7% 対 47.3% となり、 大学病 

院から地域の 臨床研修病院に 研修医が流出している。 

0  都道府県別マッチ 者数 

東京都、 京都府、 福岡県で研修医の 増加が見られたが、 平成 15 年度の採用実績 

と比較すると 依然として減少している。 逆に、 北海道、 沖縄でほ 2 年連続で研修医 

が増加するなど 大都市圏から、 地方に研修医が 流れている傾向にあ る。 

                                          とほ 次のいずれかに 該当する場合であ る。 

  山村振興法第 7 条 第 ] 項の規定に基づく 指定地域 

  過疎地域自立促進特別措置法第 2 条 第 「項に規定する 地域 

  離島振興法第 2 条 第 ] 項の規定に基づく 指定地域 

  沖縄振興特別措置法第 3 条第 3 号に規定する 地域 

  奄美群島振興開発特別措置法第 ] 条に規定する 地域 

  @ 」 ¥ 笠原諸島振興開発特別措置法第 2 条 第 「項に規定する 地域 

  半島振興法第 2 条 第 ] 頂の規定に基づく 指定地域   
㊥ 
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5. 研修医マッチンバの 結果について ( 平成 1 6 年「 0 月 28 日 ) 

(1) 研修医マッチンバの 結果の概要 

0  参加者のうち 希望順位を登録した 参加者 8, 394 名のうち、 8, 000 名について 組 

み合わせが決まった。 ( マッチ率 : 95. 3%) 

0  組み合わせの 決まらなかった 参加者 ( アンマッチ者 ) 394 名については、 臨床研修プ 

ロヴラム検索サイト (UR Ⅰ :http: ガ Ⅷ w.reisjp.o 「 9) の空席情報等を 利用して個別に 

研修光と交渉。 

(2) 大学病院と臨床研修病院 
0 大学病院と、 臨床研修病院のマッチ 者の比率は、 52. 7% 対 47. 3% となり、 前回の 

マッチンバに 引き続き、 大学病院から 地域の臨床研修病院に 研修医が流れる 結果となった。 

(3) 都道府県別マッチ 者数 
0 前回のマッチンバ 結果にと ヒベ 、 東京都、 京都府、 福岡県で研修医の 増加が見られたが、 平 

成 1 5 年度の採用実績と 比較すると依然として 減少している。 逆に、 北海道、 沖縄では 2 

年 連続で研修医が 増加するなど 大都市圏から、 地方に研修医が 流れている傾向にあ る。 

表 1  研修医マッチンバの 結果の概要 

平成 1 6 年度 平成 1 5 年度 

注 Ⅱ 注 2) 
合計 

臨床研修病院 注 l)  大学病院 注 2) 合計臨床研修病院 
大学病院 

参加病院数 852@ 89.1%@ 104@ 10.9% 956  754  88.6% 9@  ⅠⅠ． 4% 85 Ⅰ 

参加プロバラム 数 943  81.4%  215  ]8.6%  1.]58  856  79.6%  220  20 ・ 4%  1,076 

参加者数 
      一 8,566       一 8T283 

募集定員 ① 5,058@ 45.5%@ 6.064@ 54.5%@ 11,122@ 4.638@ 42.7%@ 6,232@ 57.3%@ 10,870 

ラゥチ 者数② 3 7 47,3%:・ -8 @" 目 52:7%・ @ ・ 193 。 41.2% 4,563 58.8%"（ Ⅰ 756 
空席数① 一 ② 1,274  40 ・ 8%  1,848  59.2%  3,]22  ],445  46.4%  ],669  53.6%  3.]14 

] 位 希望者数 

; 主 1) 単独型又は管理型臨床研修病院が 管理している 研修フロ グ ラムについて 集計したもの。 

協力型臨床研修病院、 協力型相当大学病院と 病院群を構成している 場合もあ る。 
ヌ主 2) 単独型又は管理型相当大学病院が 管理している 研修プロバラムについて 集計したもの。 

協力型臨床研修病院、 協力型相当大学病院と 病院群を構成している 場合もあ る。 
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